
１ 認知症地域資源ネットワークモデル事業（国庫補助事業） ２ 認知症支援拠点モデル事業（都単独事業）

様々な社会資源が連携した認知症支援を進めるモデル地区（２地区）を設定し、都が
その取組を支援することにより、当該地区の認知症支援対策を推進（２年間）。

◇「モデル区市」 下記の要件及び区市町村の意向を踏まえて都が選定
・地域における支援の仕組みづくりなど、認知症対策に本格的に取り組もうとしている区市町村
・急速な高齢化、独居高齢者増など、都内の他の区市町村にとっても参考となる地域特性
・広域移動しやすい交通インフラを有し、徘徊ＳＯＳネットワークの検証が十分に行える地域特性

「モデル区市」は、「モデル的エリア」の取組をバックアップしつつ、これらの取組を区市の
関係機関に発信
◇「モデル的エリア」 事業の趣旨を踏まえ、モデル区市が選定
・「モデル区市」に、地域包括支援センター（ブランチやサブセンターを含む）を中心とする
「モデル的エリア」を１箇所程度設定
・当該エリア内では、「認知症コーディネート委員会」を中心にして取組を重点的に実施

事業概要
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●「モデル地区」は、都やシンクタンク等
の支援・協力の下、様々な取組をモ
デル的に実施

実施方法

◇「認知症コーディネート委員会」の設置
と「コーディネーター」の配置
・「モデル的エリア」における取組内容
の検討や進行管理
◇「地域資源マップ」の作成
◇「徘徊ＳＯＳネットワーク」の構築
・地域住民や事業者による「近隣の
ネットワーク」と、交通機関を利用し
て広範囲に移動したことを想定した
「広域ネットワーク」の構築

◇「認知症の人・家族同士のネットワー
クづくり」事業

●その他、地区の実情に応じて実施。

取組内容

３ 「認知症対策推進会議」との連携

◇地域資源ネットワークモデル事業、認知症支援拠点モデル事業の取組状況を、認知
症対策推進会議において、報告・検証

◇地域において認知症高齢者に対する支援を行っている介護サービス事業者の自主
的な取組
・ 認知症に対する理解促進
・ 認知症の人や家族の支援の拠点となりうる地域活動 をモデル的に実施

認知症の人とその家族が地域で安心して暮らし続けられるまちづくりの推進

◇５事業者に対して、２ヵ年を限度に直接補助
（１事業者あたり補助基準額２，０００千円、補助率10/10）
◇事業者の事業計画書に対し、区市町村が推薦書を付して申請

事業概要

実施方法

地域における拠点作りの中心となる職員を「地域コーディネーター」として指定し、地域
との窓口役とする
・地域コーディネーターを中心に実施
・地元区市町村、地域の関係機関、団体と連携
・地域の中で認知症ケアの拠点として機能を発揮する独自の取組を実施

認知症の人と家族の生活を支援

事業展開のイメージ

資料2-(1)

◇モデル区市 ◇モデル的エリア
練馬区 練馬地域包括支援センター豊玉支所

（豊玉南、豊玉中、中村、中村北、中村南）
多摩市 東部地域包括支援センター （諏訪地域（2～5丁目））

モデル地区

「面的」仕組みづくりの具体化を進めるため、区市町村や介護サービス事業者が地域の様々な資源と連携した、認知症の人と家族の生活支援に向けたモデル事業を実施

◇地域向け相談事業 ・
・地域において認知症の人を介護している家族等も参加しやすい、開かれた家族会
・認知症に関する相談・普及事業
◇近隣とのネットワークの構築
・近隣の住民や学校、商店街等と連携し、身近な地域において認知症の人とその家族の
生活を支援する顔の見えるネットワークの構築

※各事業所の利用者やその家族のみを対象としたサービス、また、介護報酬の対象となる
サービスや、それと同種のサービスは対象外

取組内容（例）

認知症生活支援モデル事業について


